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元気いっぱい！ 笑顔あふれる！
（10月6日　石海幼稚園運動会）

まちの決算
秋の全国火災予防運動を実施します
証明書のコンビニ交付サービスについてのお知らせ
マイナンバーカード関係手続きのインターネット予約を開始
令和8年4月から公共施設の使用料などが変わります
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歳入

依存

財
源（
59
.8
%
）

自主財
源（
40.2%

）

歳出

ま
ち
の
家
計
簿（
決
算
）を
お
知
ら
せ
し
ま
す

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金
や
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど
が
、
ど
の
よ
う
な
事
業
に

使
わ
れ
ど
う
活
用
さ
れ
た
か
、
令
和
６
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

各
会
計
の
決
算
書
、
詳
細
な
決
算
書
類
な
ど
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

令和６年度

町税　40億8,742万9千円
　　　　 　　（△1億1,122万3千円）

寄附金
2億6,639万3千円
　　　（△373万4千円）

地方交付税
28億8,033万4千円
　        （＋2億6,759万円）

交付金など 
13億1,189万9千円
　　    （＋2億4,454万円）

国や県に納められた
税金の地方分の交付

町の財政状況に応じて
国から交付されたお金

国・県支出金
36億2,044万5千円

　     （＋4億1,843万8千円）
町が行う事業に対する負担金や補助金

町債　4億9,457万7千円
　　　　  （＋2億7,028万2千円）

事業を行う際の借り入れ金

使用料・手数料など
　　3億4,799万円
　   　 （＋9,072万3千円）

前年度決算の
剰余金など

ふるさと応援寄付金など

繰越金
2億8,110万円
 （△5,109万7千円）

（　　　）は対前年度比

内訳

固定資産税
町民税
町たばこ税
軽自動車税

19億8,095万7千円
17億4,904万2千円
2億2,402万6千円
1億3,340万4千円

基金（貯金）など
からの補てん

繰入金
5億1,150万円
（＋1億6,305万9千円）

預金利子、その他の収入

諸収入
9,228万3千円

　     （＋505万7千円）【一般会計決算】

歳 入 一般会計（138億9395万円）

歳　　入

歳　　出

差引残高
※うち1億1,833万円は、繰越明許費繰越額として翌年度へ繰り越す財源

138億9,395万円（＋12億9,363万5千円）
136億3,350万9千円（＋13億1,429万4千円）
2億6,044万1千円１億4,211万1千円

議会費　1億2,078万8千円
　　 　　     　　 （＋267万2千円）
議会の運営 など

農業、林業の振興 など

商工振興、観光など

消防、防災 など

衛生費  8億2,201万2千円
　　 　　　   （△5,010万3千円）
健康づくり、ごみ処理 など

商工費　6,357万8千円
　　　　　  （＋1,202万3千円）

農林水産業費　1億8,776万6千円
　　 　　　 　　　　　 （＋5,056万5千円）

消防費    6億1,492万1千円
　　 　　（＋1億2,033万6千円）

町債（借り入れ金）の返済

道路維持、橋りょう点検、公園整備 など

公債費
　12億2,297万4千円
　　　　 （＋1,491万9千円）

土木費
13億4,533万円

　      （△4,277万4千円）

労働費　365万7千円
　　　　　   （＋28万6千円）

民生費
　53億6,753万4千円
　　（＋4億8,365万5千円）
福祉事業、保育所運営、
児童手当 など

総務費
    22億4,821万8千円
　　　 （＋5億261万1千円）
人件費、選挙 など

教育費
　16億3,673万1千円
　 　  （＋2億2,010万4千円）
学校教育、社会教育の振興 など

歳 出 一般会計（136億3,350万9千円）

実質収支

就労支援 など

会計名 収入 支出 差引

特
別
会
計

国民健康保険 3,182,598 3,169,026 13,572
介護保険 2,744,301 2,684,084 60,217

後期高齢者医療 625,531 609,324 16,207
墓園事業 12,611 12,471 140

合計 6,565,041 6,474,905 90,136

企
業
会
計

水道
事業

収益的収支 536,406 527,849 8,557
資本的収支 25,031 129,202 △ 104,171

下水道
事業

収益的収支 1,331,215 1,200,383 130,832
資本的収支 694,322 1,005,866 △ 311,544

人口 33,315 人（令和７年 3 月 31 日現在）

町民１人あたりの歳出額

409,230 円
（１人あたりの町税収入額 122,690円）

特別会計・企業会計決算 （千円）

❼消防費

❽農林
　水産業費

⓫労働費 ❺公債費 ❸教育費

❷総務費❻衛生費

❾議会費 ❶民生費

消防活動などに

農業振興などに

就労支援
などに 借入金の返済に 学校園・図書館・公民館などに

ごみ処理や
病気の予防などに

高齢者・
児童の福祉
などに

24,674 円

3,625 円 161,115 円18,458 円

5,636 円

110 円 36,709 円 49,129 円

67,484 円

議会の運営などに

全般的な
運営管理などに

❹土木費

道路・橋・
公園の整備などに

40,382 円

❿商工費

1,908 円
観光振興などに
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問
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境
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秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

急
ぐ
日
も

　

足
止
め
火
を
止
め

　
　
　
　
　

準
備
よ
し

全
国
統
一
防
火
標
語 

期
間　

11
月
９
日
日
～
15
日
土

　

朝
晩
の
寒
さ
が
身
に
し
み
る
季
節
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
暖
房
器

具
を
使
う
機
会
も
多
く
な
り
、
空
気
の
乾

燥
で
火
災
が
起
こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

火
の
元
に
気
を
配
り
、
安
心
し
て
過
ご

せ
る
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

地
震
火
災
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

　

地
震
火
災
対
策
で
き
て
い
ま
す
か
？

　
【
事
前
の
対
策
】

○
住
宅
の
耐
震
性
・
家
具
の
固
定
を
確
認
す
る

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
・
消
火
器
の
設
置

○
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
設
置

○
暖
房
器
具
周
辺
の
整
理
整
頓

　
【
地
震
直
後
の
行
動
】

○
電
気
器
具
の
電
源
を
オ
フ
に
し
、
コ
ン
セ
ン

　

ト
を
抜
い
て
ブ
レ
ー
カ
ー
を
遮
断
す
る

○
石
油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
油
漏
れ
を
確
認
す
る

　
【
地
震
発
生
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
】

○
再
通
電
後
は
、
し
ば
ら
く
電
気
器
具
に

異
常
が
な
い
か
注
意
し
、
周
囲
に
燃
え

や
す
い
物
が
な
い
か
確
認
す
る

●
４
つ
の
習
慣

　

①
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
。

　

②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置

か
な
い
。

　

③
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の
そ
ば
を
離
れ
な

い
。

　

④
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不
必
要

な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

●
６
つ
の
対
策

　

①
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
ス
ト
ー
ブ
や

コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装
置
の
付
い
た
機
器
を

使
用
す
る
。

　

②
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10
年
を
目
安

に
交
換
す
る
。

　

③
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を
整
理

整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
は

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

　

④
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
消
火

器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認
し
て
お

く
。

　

⑤
高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、
避
難
経

路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
し
て
備
え
て
お

く
。

　

⑥
防
火
防
災
訓
練
へ
参
加
し
、
地
域
ぐ
る
み
の

防
火
対
策
を
行
う
。

住
宅
防
火 

い
の
ち
を
守
る
10
の
ポ
イ
ン
ト

　

町
内
の
小
学
３
年
生
か
ら
募
集
し
た

防
火
図
画
応
募
作
品
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
入
賞
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

●
期
間

　

11
月
７
日
金
～
14
日
金

●
場
所　

　

役
場
行
政
棟
１
階
住
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

【
た
つ
の
防
火
協
会
長
賞
】

竹
内 

柊
哉
さ
ん
（
石
海
小
）

【
優
秀
賞
】

原
田 

怜
さ
ん
（
石
海
小
）

間
森 

菜
渚
さ
ん
（
石
海
小
）

【
努
力
賞
】

古
藤 

蒼
士
郎
さ
ん
（
石
海
小
）

髙
尾 

悠
仁
さ
ん
（
石
海
小
）

福
田 

優
月
さ
ん
（
石
海
小
）

前
田 

凌
央
さ
ん
（
石
海
小
）

菊
本 

凜
さ
ん
（
太
田
小
）

井
川 

翔
晴
さ
ん
（
龍
田
小
）

【
佳
作
】

葊󠄅
瀬 

善
羽
さ
ん
（
斑
鳩
小
）

方 

婉
而
さ
ん
（
斑
鳩
小
）

溝
内 

悠
斗
さ
ん
（
斑
鳩
小
）

岡
田 

実
優
さ
ん
（
石
海
小
）

菊
元 

優
愛
さ
ん
（
石
海
小
）

柴
田 

涼
平
さ
ん
（
石
海
小
）

中
原 

杜
一
朗
さ
ん
（
石
海
小
）

丸
山 

紗
奈
さ
ん
（
石
海
小
）

山
下 

陽
大
さ
ん
（
石
海
小
）

栗
岡 

寿
羽
さ
ん
（
龍
田
小
）

最優秀作品
岡上 訓親さん（石海小）

学
童
防
火
図
画
作
品
展
示 

定額減税調整給付金給付事業
２億 8,496 万 8,008 円

　国から交付される物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金を活用し、定額減税可能額が、
令和６年分推計所得税額または令和６年度分個
人住民税所得割額を上回る人に支給しました。

新規就農者育成総合対策事業　　　　 750 万円
　農業を担う新規就農者に対して、就農後の経営
発展のために必要な農機具・農業用施設の導入な
どの取組に支援を行いました。

沖代・米田地区事業構想検討事業          825 万円
　沖代・米田地区の土地利用の更なる推進に向
けて、地権者合意形成、関係機関協議、宅地造
成などを円滑に実施できる事業構想（事業モデ
ル）を検討しました。

消防ポンプ自動車購入事業   　    4,431 万 9,920 円
　20 年以上使用した消防ポンプ自動車２台を、
AT 限定普通免許で運転可能な 3.5 トン未満の
車両に更新し、消防団員の災害対応能力および
地域防災力の向上を図りました。

教育支援センター運営事業      3,498 万 9,930 円
　学校に通いづらい児童生徒が学校以外の居場
所で学習するだけでなく、支援員との関わりに
よって社会性を身に付けていくための拠点とし
て、教育支援センター「みらいえ」を開設しま
した。

学校給食支援事業      　    　　 4,328 万 2,577 円
　物価高騰により給食材料費の値上げが続く
中、保護者の経済的負担の軽減を図るため、小・
中学校の給食費に係る主食費相当額やお米の値
上げ分を公費により負担しました。

令和６年度に実施した
主な事業 ※一部抜粋

監査委員の意見
　朝生 有恒・森田 哲夫両監査委員から審査意見の報告が
ありました。その概要をお知らせします。
審査結果
　一般会計、４特別会計、２企業会計の歳入歳出決算を審
査した結果、各決算書・付属書類の計数が正確であること
を確認した。
総括意見
　急速に進展する少子高齢化、人口減少など中長期的な課
題に加え、物価上昇による景気後退懸念、社会保障費の増加、
老朽化したインフラの更新など、地域社会は多くの困難な
課題に直面している。
　状況の変化を的確に捉え、機知に富んだ財政運営の推進
と行政サービスの一層の工夫が求められている。リスク管
理に基づく組織のガバナンス強化と情報共有、職員一人一
人が、町民の真のニーズを理解する想像力を磨き、自らの
仕事に対する誇りと変化を恐れずチャレンジし続ける勇気
と情熱を持ち、緊急性、必要性、経済性および有効性など
に十分配慮して事業の見直し・選択を行い、限られた財源
の中で、効率的かつ効果的に執行することにより、持続可
能な町政の運営と町民福祉の増進に一層努力されることを
望む。
一般会計
　歳入は138億９千３百万円（前年比12億９千３百万円
増）、歳出が136億３千３百万円（前年比13億１千４百万
円増）とそれぞれ増加した。歳入は町税などの自主財源が
９千２百万円増加し、国庫支出金などの依存財源が12億円
増加した。
　今年度の実質収支は１億４千２百万円（前年比９千２百万
円減）の黒字となった。また、財政健全化判断比率の指標
である実質公債費比率は悪化したが、将来負担比率は改善
した。しかし、今後、こども関連施策の動向や高齢化の進
展などによる社会保障関係経費の増加や公共施設・インフ
ラの老朽化対策、エネルギー・物価高騰などが生活や経済
に与える影響にも留意して、収支均衡による健全財政の維
持に努めていく必要がある。
特別会計 ･ 水道事業会計・下水道事業会計
　国民健康保険特別会計は、特定健診受診率の向上などを
通じて医療費の抑制につなげるとともに、税の公平性と歳
入確保のため税務課と協力して収納率向上に引き続き努力
されたい。
　水道事業は、営業利益の黒字化と中長期の安定した水道
事業経営を実現するために、今後とも計画的に水道料金の
適正化を検討していただきたい。また、併せて老朽化施設
の計画的更新や災害時の水の確保など、ライフラインの確
保と安全で良質な水の安定供給をお願いしたい。
　下水道事業は、今後も異常気象に伴う雨水浸水対策や下
水道管の老朽化対策、流域維持管理経費の増加などが見込
まれる。下水道施設（雨水含む）は災害発生時にもその
機能が停止できない重要なライフラインであることを踏ま
え、経費節減に努めつつ、料金値上げを含めて安定的かつ
継続的な下水道サービスの提供を実現していただきたい。



●補助対象事業者
　次の要件をすべて満たす事業者
　①町内に主たる事業所を有する事業者
　②従業員への奨学金返還支援制度を設け、兵庫型

奨学金返済支援制度（※）を利用している事業
者

　③町税を滞納していない事業者
　※兵庫型奨学金返済支援制度については、兵庫県
　　奨学金支援サイトをご確認ください

●対象従業員
　次の要件を全て満たす従業員
　①日本学生支援機構の奨学金を受給し、返還義務の

ある人
　②正社員で太子町に住所を有している人
　③年齢が 40 歳未満の人
●補助期間と金額
　①対象従業員１人につき、最長 17 カ年（SDGs など、

事業者の県認定制度取得状況により異なります。）
　②事業者負担に対する県補助金相当額（１人あた

り上限６万円）
　　※対象従業員に支給した手当分として県補助を

受けた額（千円未満切り捨て）
●従業員の年間返還額と事業者支援額に応じた補助金額

（単位：円）

※兵庫型奨学金返済支援制度との併用で企業の負担
　が大幅に軽減されます。

　町では、若年者の地元就職・定住促進や町内中小企業の人材確保を図るため、兵庫県と連携し、若手従業
員への奨学金返還を支援する町内の中小企業に補助を行います。人材確保における企業 PR の一環として、
また、従業員の福利厚生としてぜひご活用ください。

問い合わせ 
　企画政策課 ☎ 277-5998太子町若者定住中小企業奨学金返還支援事業

従業員の奨学金返還を支援する町内の中小企業を応援します

事
例

従業員
の年間
返還額

企 業 の
従業員へ
の支援額

県の補助
町の
補助

企業の
実質負

担額

本人
（従業員）

負担額企業分 本人分 企業分

１ 200,000 150,000 60,000 50,000 60,000 30,000 0

２ 180,000 120,000 60,000 60,000 60,000 0 0

３ 180,000 60,000 30,000 30,000 30,000 0 90,000

◀兵庫県
　奨学金

　支援サイト
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証明書のコンビニ交付サービス
についてのお知らせ

問い合わせ
　【証明書の取得に関すること】
　町民課 ☎ 277-1011
　【税証明に関すること】
　税務課 ☎ 277-1014サービスを一時停止します

　システムの切り替えなどにより、下記期間において証明書のコンビニ交付サービスを停止します。
　長期間の停止となり、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いします。

停止期間：令和８年２月１日日～ 28 日土
※切り替え作業の状況により、期間が変更になる場合があります。その場合は、町ホームページや町公式
　LINE でお知らせします。
●対　象
　全ての証明書（住民票の写し・印鑑登録証明書・課税（所得）証明書）
　※戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票・住民票記載事項証明書については、令和８
　　年１月 31 日をもってコンビニ交付サービスが終了となります。

戸籍証明書などは全国どこの市区町村窓口でも取得できます

　停止期間中に証明書が必要な場合は、平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分に町民課窓口で取得してください。
　来庁が難しい場合は、代理人への委任や郵送請求、マイナポータルからのオンライン申請をご利用ください。

　従来は、本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍証明書などですが、令和６年３月から全国どこの市区
町村窓口でも取得できるようになっています（広域交付）。本籍地が太子町にあって遠方にいる人などは、最寄り
の市区町村窓口をご利用ください。
●対　象
　戸籍（除籍）全部事項証明書、改正原戸籍謄本
　※戸籍（除籍）個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書などは対象外です。
●請求できる人
　本人、配偶者、子・父母などの直系親族

戸籍証明書などのコンビニ交付サービスを終了します

　戸籍証明書などの広域交付や戸籍届出時における戸籍謄本の添付省略などにより、コンビニ交付サービスでの
戸籍証明書などの取得枚数が減少傾向にあることを受け、戸籍証明書などのコンビニ交付サービスを終了すること
となりました。
　ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いします。
●対　象
　戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票、住民票記載事項証明書
●サービス終了日
　令和８年１月 31日土

コンビニ交付サービス手数料を引き下げます

　令和 8 年 2 月に予定しているシステムの切り替えに合わせ、コンビニ交付サービスの手数料を引き下げます。役
場窓口で取得するよりも100 円お得になりますので、ぜひご利用ください。

対　象 窓　口 コンビニ

住民票の写し

300 円 200 円印鑑登録証明書

課税（所得）証明書

マイナンバーカード休日申請・交付窓口のご案内
　平日に来庁できない人のために、マイナンバー
カードの交付などの手続きを行います。
●日　時　11 月９・23 日日９時～ 11 時 30 分
●場　所　町民課
　予約サイトまたは電話で予約の上、本人が窓口
までお越しください。
　予約無しで来庁された場合、窓口の混雑状況に
より当日中に手続きができない場合があります。

マイナンバーカード関係手続きの
インターネット予約を開始します

スムーズな手続きを目的としています

　窓口の待ち時間を短縮し、スムーズに手続きができるよう、マイナンバーカード関係手続きのインターネッ
ト予約を開始します。
　スマートフォンやパソコンから予約サイトにアクセスし、来庁希望日の前日までにご予約ください。

問い合わせ
　町民課 ☎ 277-1008

●予約可能な手続き
①受取予約
　カードの受け取り
②申請予約

新規申請・紛失などによる再交付申請・カードの
有効期限満了による更新申請

③電子証明書の手続き
電子証明書の更新・暗証番号の初期化（ロック解
除）・住所変更などによる券面事項の変更など

●予約方法
　インターネット予約・電話予約
　※受取予約には、交付通知書（はがき）が必要です。
　　はがきを紛失された場合は、町民課までお問い
　　合わせください。

※予約無しで来庁された場合も手続きは可能です。

●その他
・カードの受け取り手続きの際は、本人の来庁が原則

ですが、難しい場合は、代理人による受け取りの可
否や必要な持ち物について、事前に町民課までお問
い合わせください。

・休日申請・交付についても同様に予約が必要です。

◀太子町マイナンバーカード予約サイト
（URL）https://mynum.

e-tumo.jp/mynumpo-hyogo-
taishi-u/reserve/notice_
initDisplayRedirect?method=all
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令和８年４月から公共施設の
使用料などが変わります

　太子町行財政改革推進プランに基づく取組の一つとして、広報たいし４月号でもお知らせしましたとおり、持続
可能な行政運営の推進のため、受益と負担の適正化を検討し、公共施設使用料について、「受益者負担の原則」「算
定方法の明確化」「行政サービスに対する満足度の向上」を基本的な考え方として、「太子町公共施設等の使用料
の適正化に関する基本方針」を策定し、料金の見直しに向けた取組を進めてきました。
　公共施設の運営には、光熱水費や人件費、設備点検費などが必要ですが、それらの高騰に加え、物価変動や
社会経済情勢が変化する中、令和８年４月より、次の施設において使用料の見直しを行います。
　今回の見直しは、これまで一部の施設を除き使用料を据え置いてきたこともあり、全面的な改定となっておりま
すが、今後は３年から５年ごとに使用料の適正化の検討を行うとともに、施設を適切に維持管理し、安全安心に
ご利用いただくため、料金改定へのご理解、ご協力をお願いします。

対象施設・見直内容

　次の施設において見直しを行います。また、施設の開館時間や減免規定なども一部見直していますのでご留意
ください。
　なお、改定後の料金やその他詳細については、町ホームページをご確認ください。

問い合わせ
　各施設の問い合わせ先

各地区公民館

●使用料の改定
　現行料金の 1.5 倍に改めます。また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。
●一部施設の移設
　石海公民館を保健福祉会館内に移設します。貸館は、ホール、会議室１・２、和室、作業室、調理室を備え、
　さまざまな活動が可能な複合施設となります。
●開館時間
　午前９時から午後９時までに変更します（現行は午後 10 時まで）。
●その他
 　・午前の使用区分を、12 時までに変更します（現行は 12 時 30 分）。
　  ・町の後援事業での使用、自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

南総合センター

●使用料の改定
　現行料金の 1.5 倍に改めます。
　また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。
●開館時間
　午前９時から午後９時までに変更します（現行は午後 10 時まで）。

地域交流館

●使用料の改定
　現行料金の 1.5 倍に改めます。
　また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。
●開館時間
　午前９時から午後９時までに変更します（現行は午後 10 時まで）。
　※交流ラウンジも午後９時までとなります。
●その他
　  ・新たに営利目的での使用を可とし、その場合、基本使用料の 10 割の額を加算します（物販での使用は不可）。
　  ・自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

丸尾建築あすかホール（文化会館）

※大規模改修中のため、施設は休館しています（令和９年７月頃再開予定）。
※施設の再開までに、部屋区分、料金表などの再度の見直しを予定しています。
●使用料の改定　現行料金の 1.5 倍に改めます。
●その他
　・営利目的での使用は、使用料の加算上限を 15 割から10 割に改めます。
　・自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

創継町民体育館（町民体育館）

●使用料の改定
　多目的ルーム、２階卓球場、フィットネスルーム、ランニングコースの使用料を
　改定します。
　また、使用時に加算していた多目的ルームの冷暖房の使用料を廃止します。
●その他
　町の後援事業での使用、太子町に登録されている自主活動グループなどの使用、
　フィットネスルームの使用に係る減免を廃止します。

丸尾建築総合公園（太子町総合公園）体育施設・町立グラウンド

●使用料の改定
　・町内、町外在住者でそれぞれ料金区分を設定するとともに、現行料金の 1.5 倍
　　を基本として料金を改定します（町外在住者の利用料金はこの限りではありません）。
　・姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町に住所を有する
　　人の使用料特例（町内在住者と同額）を廃止します。
　・陸上競技場において、陸上競技のタイム計測のため写真判定機を導入し、その
　　使用料金を新たに定めるとともに、使用時に加算していた会議室の冷暖房の
　　使用料を廃止します。
　・町民グラウンドの夜間照明について、１時間 2,500 円の使用料を 2,000 円に改めます。
●その他
　町の後援事業での使用、自治会の使用、認定こども園などの使用、自主活動グループなどの使用（町立グラウンド）
　に係る減免を廃止します。

体験学習施設（丸尾建築総合公園内）

●使用料の改定　町内、町外在住者でそれぞれ料金区分を設定します（金額は変更なし）。
●その他
　・使用者が入館料などを徴収する際の使用料の加算額について、廃止します。
　・営利目的での使用は、使用料の加算を 15 割から10 割に改めます。
　・自治会、福祉施設などの使用に係る減免を廃止します。
　・使用予約について、使用しようとする日の属する月の３ヵ月前の初日から予約できるように改めます。

学校施設

●使用料の改定
　午前、午後、夜間の使用区分を１時間単位の区分に変更し、料金を改定します（使
　用は１日２時間を下限とします）。
●開館時間　午後９時 30 分までの使用時間を午後９時までに変更します。
●その他
　・小中学校の校舎内の教室などの貸し出しは廃止します。
　・減免は１日４時間までとし、自校と他校の区分を設定します（区分により減免割合
　　が異なります）。
　　※減免区分の詳細は、町ホームページをご確認ください。
　　また、福祉・社会教育関係団体の使用、町の後援事業での使用、自主活動グループ・団体の使用に係る減
　　免を廃止します。

社会教育課 ☎ 277-1017問

社会教育課 ☎ 277-1017問

社会教育課 ☎ 277-1017問

文化会館 ☎ 277-1017（社会教育課内）問

町民体育館 ☎ 277-4800問

町民体育館 ☎ 277-4800問

まちづくり課 ☎ 277-5992問

管理課 ☎ 277-1016問

◀町ホームページ
令和８年４月から
公共施設の使用

料等を改定します
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育児休業代替職員（幼稚園教諭・保育士）の募集
申込の受付は随時行っています

●職種・人数　①幼稚園教諭２人、②保育士 2 人
●勤務地
　【幼稚園教諭】斑鳩幼稚園・太田幼稚園
　【保育士】斑鳩保育所
●職務内容　
　【幼稚園教諭】３～５歳児の保育
　【保育士】０～５歳児の保育（食事、睡眠、着替え、
　　　　　  排泄などの保育全般）
●任用期間
　【幼稚園教諭】採用日～令和10年８月26日（予定）・
　　　　　　　採用日～令和11年２月６日（予定）
　【保育士】採用日～令和 11 年１月４日（予定）・
　　　　　  採用日～令和９年３月 31 日（予定）
●資格要件
　【幼稚園教諭】幼稚園教諭免許所持者
　　　　　　　  ※採用時点で有効な免許に限る
　【保育士】保育士登録者
●勤務日時
　【幼稚園教諭】

月～金曜日の幼稚園開園日の８時 30 分～ 17 時
15 分（週 38 時間 45 分、休憩 60 分）

　【保育士】
　月～土曜日の保育所開所日のうち、週５日・38 時

間 45 分勤務（勤務時間は、７時～ 19 時の間で実
働７時間 45 分・休憩 60 分）

●給料月額　　227,800 円～ 236,400 円
　　　　　　（前歴により決定）
●手　当　期末手当・勤勉手当・地域手当あり
　　　　　※町条例などの定めによる
●福利厚生
　・健康保険、厚生年金、雇用保険（※）加入
　　※採用後６ヵ月経過後、退職手当組合へ加入
　・労働者災害補償保険加入
　・年次有給休暇、特別休暇あり
●交通費　町規定に基づき支給
●選考日　随時（詳細は個別通知）
●選考方法　個別面接
●申込方法　市販の履歴書に写真を貼付し、窓口に提
　　　　　出または郵送
●申込期間　随時
※詳細は、町ホームページ掲載の募集要項をご覧い

ただくかお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み
　管理課 ☎ 277-1016
　〒 671-1592　太子町鵤 280-1

◀町ホーム
ページ

職員の募集
（教育委員

会部局）

問 〒 671-1592　太子町鵤 280-1
税務課 ☎ 277-1014

●職　種　　事務補助員　４名程度
●勤務地　　税務課
●内　容　　課税資料の入力・整理、申告相談会場
　　　　　   の受付など
●任用期間　　令和８年１月13日火～３月31日火
　　　　　　（令和８年５月 15 日金まで更新予定）
●資格要件　　ワード・エクセルなどの基本的なパソ

コン操作ができる人
●勤務日時　　月～金曜日の役場開庁日のうち、週

20 時間未満勤務
　　　　　　※勤務日・勤務時間は別途指定
●報　酬　　時給 1,175円～1,185円（前歴により決定）
●福利厚生　　有給休暇あり
　※非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例適用
●手当等　　町条例などの定めによる　
●申込方法　　市販の履歴書に写真を貼付して提出
●申込期間　　11 月４日火～ 14 日金（土日を除く）
　※郵送の場合は期間内必着

会計年度任用職員の募集
税務課で行う事務に係る職員募集です

（提 供）効果的
な防災訓練と防
災啓発提唱会議

実施日時　
　11 月５日水
　10 時～

太子町シェイクアウト訓練を実施
地震に備え、みんなで参加しましょう

　町では、緊急地震速報訓練に併せて防災行政無線
と「たいし安全安心ネット」を使い、シェイクアウ
ト訓練を行います。
　シェイクアウト訓練とは地震発生を想定し、事前
に決めた日時に家庭や職場、学校などで地震から身
を守るための安全確保行動をとる一斉防災訓練です。

●訓練内容
・防災行政無線による訓練放送や「たいし安全安心    

ネット」のメール配信の合図に合わせて机の下など
の安全な場所で３つの安全確保行動「①まず低く、
②頭を守り、③動かない」を 1 分間とってください。

・プラスワン訓練（避難所までの経路確認や非常持出袋、
備蓄品の確認、マイ避難カードの作成、ご家庭や地
域における連絡方法の確認など）を行いましょう。

※気象警報など訓練実施に支障があると判断した場
合は、訓練放送とメール配信は中止します。

問 企画政策課 ☎ 277-5998

Net119 緊急通報システム登録説明会
を開催します

　西はりま消防組合では、Net119 緊急通報システ
ムを導入しています。
　このシステムは、聴覚・音声・言語機能に障害の
ある人（高齢による難聴を含む）が、スマートフォ
ンなどのインターネット機能を利用し、簡単な操作
で消防本部へ緊急通報ができるシステムです。
　このシステムの登録説明会を行いますので、参加
希望の人は各会場にお越しください。

障害のある人のための緊急通報システムです

問
社会福祉課 ☎ 277-1013　FAX 277-6031
西はりま消防本部情報指令室 
☎ 0791-76-7300　FAX 0791-72-7119

●日　時　12 月６日土
　　　　　①９時～ 11 時、② 13 時～ 15 時
●会　場
　①たつの消防署３階
　　（たつの市龍野町富永 1005-1）
　②宍粟市役所４階
　　（宍粟市山崎町中広瀬 133-6）
●対象者　太子町内に在住または、在勤・在学の人

●日　時　
　令和８年１月 23 日金・24 日土・25 日日
　各日とも８時 30 分～ 17 時 30 分
●場　所　
　西はりま消防組合（たつの市揖保川町正條 279-1）
●対　象

西はりま消防組合の構成市町に在住または在勤
し、全日受講可能な人

●定　員　15 人（先着順）
●参加費　3,960 円
　　　　　※テキスト代ですので、改訂のタイミン
　　　　　　グにより前後します。
●申　込　

12 月 26 日金までに最寄りの各消防署へお申し
込みください。

太子消防署 ☎ 276-1191

応急手当普及員養成講習の開催
ぜひご参加ください

　応急手当普及員とは、自らが所属する事業所の従
業員や防災組織などの構成員に対して、普通救命講
習の指導に従事できる認定資格です。

問

令和８年４月採用予定令和８年４月採用予定 太子町職員募集 太子町職員募集
あなたも町民 33,000 人の声を聴いてみませんか？ 問い合わせ・申し込み

　総務課 ☎ 277-1010　〒 671-1592　鵤 280-1

募集職種 採用予定数 受験資格 試験内容・日程・場所

事務職 ２名

平成２年４月２日から平成20年４月１日
までに生まれ、学校教育法による４年制
大学を卒業した程度の学力を有する人
※学歴は問いません

・第１次試験（11月30日日・太子町役場）
　適性検査（SPI試験）・基礎能力試験（SPI試験）・  
   口述試験　（集団面接）

※第２次試験以降の詳細は個別に通知します。

保育教育職
（保育士・
幼稚園教諭）

１名

昭和60年４月２日以降に生まれ、幼稚園
教諭免許および保育士の資格を併せて有
する人または令和８年３月末日までに取
得見込みの人

・第１次試験（11月30日日・太子町役場ほか）
　適性検査（SPI試験）・基礎能力試験（SPI試験）・  
   実技試験

※第２次試験以降の詳細は個別に通知します。

●申込期間　11 月10 日月まで
●申込方法
　受付は８時 30 分から 17 時 15 分まで（土日祝日
を除く）。郵送の場合は期間内必着とします。
　また、必要書類が整っていない場合および受付期
間後の受付は行いません。
　なお、既卒者および新卒（大卒）を対象とした技
術職（土木職）の募集は随時行っています。
※詳細は町ホームページをご確認ください。
※欠員などにより採用日を前倒しする場合があります。

▲町ホームページ
正規職員の募集
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●対象者　
　来年度町内の小学校に入学予定の子どもの保護者
●申請期間　
　11 月４日火～ 12 月 19 日金（土日祝日を除く）
●申請方法
　管理課へ申請書などを提出
　※申請書は、管理課窓口に設置または町ホーム

ページに掲載しています。
　　また、今年度の認定者で来年度新中学 1 年生に

なる子どもの保護者には、直接、入学前支給に
ついて通知します。

　　なお、新入学以外の就学援助の申請も随時受付
しています。

問 管理課 ☎ 277-1016

就学援助費の入学前支給受付
「教育」を安心して受けるために

　就学援助を希望する令和８年度新小学 1 年生につ
いて、新入学に必要な学用品費の一部の経費を入学
前に支給します。支給にあたっては所得による審査
がありますのでご注意ください。

◀町ホームページ
新入学学用品費等の
入学前支給について

　今年で 28 年目を迎える「トライやる・ウィーク」
は、中学２年生が地域社会に触れ、　共に生きる心
や感謝の心を育み、自立性を高めるなど「生きる力」
の育成を目的とした活動です。
　太子町では、326 人の中学２年生が町内の事業所
や施設などで指導ボランティアのもと、体験活動に
取り組みます。町の未来を担う中学生の体験活動に
温かい声援をお願いします。

●期　間　11 月 10 日月 ～ 14 日金
●場　所　町内事業所・施設など
●内　容　職場体験活動、文化創造体験活動、
　　　　　農業体験活動、福祉体験活動など
●参加者　太子西・東中学校２年生の 326 名

問 各中学校区トライやる・ウィーク推進委員会
（太子西中）☎ 276-0104  （太子東中）☎ 276-4300

トライやる・ウィークの開催
地域に学ぶ 中学２年生の挑戦

　虐待を受けているのかもしれないと気になる子どもがいたら。自身が出産や子育てに悩んだら。子育てに
悩む保護者がいたら。あなたの１本の連絡で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったら、各相談窓
口にすぐにご連絡ください。

虐待かもと思ったら迷わず連絡を
189（いちはやく）気づいてあげて　そのサイン 問い合わせ

　こどもえがお課 ☎ 277-1019

相談窓口
●児童相談所 虐待対応ダイヤル（24 時間）

●親子のための相談 LINE
　　
　　

　　
　【対象】県内在住の子ども・保護者

　【受付時間】平日 10 時～ 20 時
　　　　　　  土曜日 12 時～ 18 時
　　　　　　  ※祝日、年末年始除く
　【使い方】LINE で友達追加すれば相談できます
●お近くの相談窓口
　姫路こども家庭センター（☎ 297-1261）
　こどもえがお課（☎ 277-1019）

オレンジ＆パープルリボンキャンペーンの実施
　11 月は、児童虐待防止を訴えるオレンジリボン運
動と女性やパートナーに対する暴力（DV）の根絶を
訴えるパープルリボン運動の実施期間です。
　町では、庁舎北側をそれぞれのシンボルカラーで
あるオレンジとパープルでライトアップします。ま
た、期間中は行政棟エントランスなどで子どもたち
の作品を展示し、町職員はシンボルカラー 2 色のリ
ボンを着用します。
　【ライトアップ実施期間】10 月 31 日金～ 11 月 30 日日

◀親子の
ための

相談 LINE

11月25日から12月１日は、「犯罪被害者週間」です
関係機関と連携し支援を行います

　誰もが、犯罪被害に遭い被害者になる可能性があります。
　犯罪の被害に遭うと、犯罪などによる直接的な被害だけでなく、再被害の不安や捜査・公判の過程におけ
る負担、周囲の無理解や心無い言動などにより、精神的な苦痛や身体に不調を来たすなど、二次的な被害を
受けることもあり、被害者やその家族が日常生活を取り戻していくためにはさまざまな機関のサポートが必
要です。
　町では、被害者が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、総合的かつ計画的に支援を行うことを目的に、

「太子町犯罪被害者等支援条例」を制定し、兵庫県、公益社団法人ひょうご被害者支援センターなどと連携し、
犯罪被害者などを支援しています。

問い合わせ
　生活環境課 ☎ 277-1015

相談窓口のご案内
●兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口
　☎ 078-360-0783
　【受付時間】平日９時～ 17 時
　※祝日・年末年始を除く

●ひょうご被害者支援センター相談電話
・犯罪被害全般
　☎ 078-367-7833
　【受付時間】月・火・木・金 10 時～ 16 時
　※祝日・年末年始を除く
・性暴力被害専用
　（ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」）
　☎ 078-367-7874
　【受付時間】平日 9 時～ 17 時
　※祝日・年末年始を除く

●日　時　12 月２日火 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　（受付は９時 45 分～）
●場　所　地域交流館スペース２
●対　象　認知症の人とその家族を温かく見守る
　　　　　意欲をもつ町内在住または在勤者
●定　員　10 人（先着順）
●受講料　無料
●持ち物　筆記用具
●申込方法　電話申込
●申込期限　11 月 28 日金
※受講修了者全員にサポーターの証である「オレン

ジリング」をお渡しします。

問 高年介護課 ☎ 276-6639

認知症サポーター養成講座の開催
認知症の人やその家族を支援しませんか

　認知症サポーターとは、認知症の人やその家族を
自分のできる範囲で手助けする人です。認知症に関
する正しい知識と理解を持ち、地域や職場で認知症
の人やその家族が安心して暮らし続けることができ
るよう、一緒に学びませんか。

●期　間　
　11 月 25 日火～ 12 月 9 日火（土日は除く）
●縦覧場所　
　太子町まちづくり課（役場行政棟３階）、兵庫県
　都市計画課（県庁１号館 11 階）
　※県ホームページでも閲覧できます。
●意見書の提出
　兵庫県都市計画課へ上記期間内に
　郵送、持参、またはフォームで提出
　※郵送の場合は、当日消印有効
　※詳細は、県ホームページをご確認ください。

問 兵庫県都市計画課 ☎ 078-362-3588
〒 650-8567　神戸市中央区下山手通 5-10-1

播磨西部地域都市計画区域マスタープラン
などの変更に係る都市計画案の縦覧

意見をお寄せください

　都市計画区域の整備、開発および保全の方針（都
市計画区域マスタープラン）、区域区分、都市再開発
の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整
備方針の変更についての都市計画案を縦覧します。
　播磨西部地域の住民および利害関係人は、縦覧期
間中に意見書を提出することができます。

▲県ホームページ
都市計画

▲兵庫県犯罪
被害者等

総合相談窓口
ホームページ

▲公益社団法人
ひょうご被害者
支援センター
ホームページ

▲ひょうご
性被害ケアセ
ンターよりそい
ホームページ



人権一口メモ
No.282 問  社会教育課

「公正」を考える

　

先
日
、
東
洋
大
学
の
高
史
明
教

授
か
ら
「
公
正
」
に
つ
い
て
学
ぶ

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。「
分
配
的
公

正
の
三
基
準
」
に
つ
い
て
お
話
が

あ
り
、
と
て
も
良
い
学
び
と
な
り

ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

分
配
的
公
正
の
基
準
は
、
①
平

衡
基
準
②
平
等
基
準
③
必
要
性
基

準
の
三
つ
だ
そ
う
で
す
。

　

①
の
平
衡
基
準
と
は
、「
入
力
に

応
じ
た
出
力
」
を
意
味
し
ま
す
。

例
え
ば
、
営
業
成
績
に
応
じ
て
出

来
高
給
を
支
払
い
、
つ
り
合
い
を

と
る
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

　

②
の
平
等
基
準
と
は
、「
平
等
な

分
配
」
を
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、

基
本
的
人
権
は
、
全
て
の
人
が
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
も
つ
権
利
で
す
。

　

③
の
必
要
性
基
準
と
は
、「
必
要
な

者
へ
の
分
配
」
を
意
味
し
ま
す
。
例

え
ば
、
福
祉
や
医
療
の
制
度
な
ど
が

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
大
事
な
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
完
璧
に
適
用
で
き
る
基
準
は

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

時
折
、
不
適
切
な
基
準
を
当
て
は
め

て
判
断
し
て
し
ま
い
、
差
別
に
つ
な

が
る
事
案
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
優
先
座
席
は
、「
必
要

性
基
準
」
に
基
づ
い
た
制
度
で
す
。

そ
こ
に
、「
平
衡
基
準
」
を
当
て
は
め

て
し
ま
う
と
、「
妊
婦
や
高
齢
者
よ
り
、

私
の
方
が
税
金
を
払
っ
て
い
る
か
ら
、

席
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

お
か
し
い
。
妊
婦
特
権
・
高
齢
者
特

権
だ
」
と
い
う
歪
ん
だ
主
張
と
な
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
女
性
専
用
車

両
や
性
的
少
数
者
、
在
日
外
国
人
、

障
害
者
雇
用
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
の
場
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
や
教
育
の
場
に
お

い
て
、
安
易
に
平
衡
基
準
的
な
ル
ー

ル
に
従
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
働
か
ざ
る
者
食
う
べ
か
ら
ず
」

「
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
に
権
利
な

し
」
こ
れ
ら
は
大
切
な
教
え
で
す
が
、

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
適
用
で
き
る
普
遍

的
な
道
徳
的
原
理
で
は
な
い
こ
と
も

心
に
留
め
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

　

世
の
中
の
制
度
や
少
数
派
を
対

象
と
し
た
仕
組
み
は
、
ど
の
公
正
基

準
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
。
そ

し
て
、
そ
の
公
正
基
準
は
、
世
の
中

に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。

一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
こ
と

の
大
切
さ
を
感
じ
た
講
座
で
し
た
。

「人権文化をすすめる
町民運動」啓発活動

太子町民主化推進協
議会による人権リー
フ レ ッ ト 配 付 活 動
が、町内店舗で行わ
れました。
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ふるさと斑鳩に誇りをもち、自分らし
く自ら学び、夢や希望に向かって挑戦
する児童の育成

●取組の概要　
　本校は今年度、創立 151 年を迎えた歴史と伝統
ある学校です。校区には、多くの歴史と自然があり、
温かみのある地域の中で、児童は、人との出会いと
つながりを大切にしながら、目標をもち一生懸命学
んでいます。豊かで充実した体験・感動・学びの中
で、児童は生きる力を育んでいます。

●教育活動の様子　
１年生「おはなしの世界へ」
　毎週木曜日に読書ボ
ランティア「ひまわり」
の方が、朝の読み聞か
せに来てくださいます。
ボランティアさんのし
っとりとした優しい声
で、子どもたちは楽しいおはなしの世界に入り込
んでいきます。

２年生「斑鳩小を案内するよ」
　生活科の学習で、１年生
に学校案内をしました。い
ろいろな教室や部屋の説明
ポスターを作ったり、招待
状を書いたりと、１年生の
ことを考えながら準備を進めました。優しい言葉
で伝えたり、手をつないで案内したりと、頼もし
く温かい姿と笑顔でいっぱいでした。

３年生「田植え体験」
　総合的な学習の時間に、阿
曽地区の田んぼへ田植え体験
をしに行きました。地域の方
々にお世話になり、田んぼの

どろどろした感触、田植えの苦労やそこに込められた
思いなど、体験しなければ分からない多くのことを学
びました。

４年生「さまざまな福祉体験」
　１学期には、車いすや点字、手話などの福祉体
験を通して、体の不自由な人や目や耳の不自由な
人への理解を深めました。２学期は、車いすバス
ケットなどの障がい者スポーツも体験し、これら
の経験を通して、相手
の立場に立って考える
ことの大切さを深めて
いきます。

５年生「花回路づくり」
　斑鳩ふるさとまちづくり
協議会の方に教わり、プラ
ンターに花を植えました。
花は斑鳩寺に設置され、一
部を学校にいただき、５年
生が水やりや観察を続けています。

６年生「祭り文化体験」
　鵤屋台保存会の方に斑鳩
のお祭りについて教えてい
ただきました。
　太鼓を打ったり、屋台を担いだりする体験を通
して、ふるさと斑鳩の伝統行事の楽しさやすばら
しさを感じることができました。

令和７年度太子町の教育　～町立学校園所の取組紹介～
　町立各学校園所の教育方針や目標、教育成果、活動実績などを町民の皆さんにお知らせし、地域から信頼
される学校園所づくりにつなげます。今月は、斑鳩小学校の取組をご紹介します。

　斑鳩小学校
　校長　小林　悦子　

皆さまへ

　地域の皆さまに温かく支えていただきなが
ら、子どもたちは日々元気に学んでいます。
地域との交流や学校行事などを通して、豊か
な心と生きる力を育み、子どもたちが、斑鳩
小学校を誇りに思い、保護者や地域の皆さま
からますます愛される学校となるよう、努め
ます。今後ともご支援、ご協力をよろしくお
願いします。

●日　時　
　11 月 15 日土
　13 時 30 分～ 15 時 30 分
●場　所
　西はりま特別支援学校
　（たつの市新宮町光都 1-3-1）

西はりま特別支援学校支援部 ☎ 0791-59-8277

第７回光都０円ストアの開催
地域の皆さんのお越しをお待ちしています

　西はりま特別支援学校では、今年も「わくわく 
どきどき あふれるえがお」を合言葉に、第７回光
都０円ストアを開催します。
　本校は、太子町・たつの市・宍粟市・相生市・佐
用町・上郡町の３市３町から通学する子どもたちが
在籍しており、地域とのつながりを大切にしながら
日々活動しています。今回の 0 円ストアも、本校の
児童生徒に加え、地域の保・幼・こども園・小・中・
高等学校に通う子どもたちがボランティアとして運
営に参加し、力を合わせて企画しています。
　当日は、絵本や子ども服の０円交換会、食品のフー
ドパントリー、体験ブースなど、楽しく活動できる
内容が盛りだくさんです。

問

小児看護の基礎知識
　突然の発熱やけいれん、嘔

お う

吐や火傷など、乳幼児の体
調が急変したときの症状や対処を知り、いざというとき
に落ち着いて対処する方法を学びます。

　●日　時　11 月 21 日金 10 時～ 11 時
子どもの栄養と食生活

　乳幼児期は将来の食生活の基盤を作る大切な時期です。
元気な子に育つためにも栄養バランスだけでなく、必要
な「食」の選び方や取り方、栄養などを学びます。

　●日　時　12 月９日火 10 時～ 11 時
身体の発育と病気

　子どもの発育発達には個人差があることや発達段階に
応じてかかりやすい病気・症状を知り、その予防や看護
の方法などを学びます。

　●日　時　12 月 18 日木 10 時～ 11 時
　●場　所　いずれも、太田東地区農村交流センター
　●申込方法　社会福祉協議会へ電話申込

ファミリーサポートセンター
　　　　　　　    主催講習会の開催

気軽にご参加ください

　子育て中の保護者や子育てに関心のある人を対象に
講習会を開催します（参加費無料・未就園児同伴可）。

問 太子町社会福祉協議会 ☎ 276-4111
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健康
ひろば 11月

栄養相談　　　　　　　　  ☎ 0791-63-5677
　11 月 10 日🈷 10 時～ 11 時 30 分
　栄養に関する専門的な相談、食品の栄養表示
の方法と活用の相談などに応じます。

エイズ・肝炎相談　　　　  ☎ 0791-63-5140
（HIV・肝炎ウイルス検査）
　11 月 11・25 日火 13 時 15 分～ 14 時 30 分

（検査・相談は原則無料・匿名可）

こころのケア相談　　　　  ☎ 0791-63-5687
　11 月７日金 13 時～ 15 時
　精神疾患、認知症、アルコールの問題など、こ
ころの問題でお悩みの人やその家族が対象です。

地域保健課

龍野健康福祉
事務所の事業

要
申込

　こころの健康相談　
　11 月７日金 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　場所　役場行政棟３階 A301 会議室
　※申し込みが必要です。

まちの保健室
　　11 月 10 日🈷９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　龍田幼稚園
　保健師と栄養士が健康相談に応じます。

健康チェック相談会
　① 11 月 11 日火、② 12 月１日🈷
　いずれも、９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　①南総合センター
　　　　②役場行政棟３階ホール（※）
　　　　※年度当初から変更となっています。
　各種計測を行い、保健師と栄養士が健康相談
　に応じます。

相談
ままるぽ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・12 月11日木
　対 象　　　産後１年未満のお母さんと赤
　　　　　　 ちゃん
　定 員　　　８組（先着順）
　　　　　　 ※申し込みが必要です。
　受付時間　 ９時 45 分～９時 55 分
　場 所　　　龍田幼稚園
　内 容　　　ピラティス・講話「歩くまで
　　　　　　にできる 発達をうながすかか
　　　　　　わり方と抱っこのおはなし」
　申込期間　 11 月６日木～ 27 日木

教室

問い合わせ
　さわやか健康課☎ 079-276-6630
　※市外局番（079）を付けてダイヤルしてください

※母子健康手帳の交付、妊婦健康診査助成券の交付
は随時行っています。妊娠が確認できればお早め
にさわやか健康課へお越しください。

※栄養相談、エイズ・肝炎相談、こころのケア相談に
　ついての問い合わせ先・事業場所は龍野健康福祉事
　務所となります。

乳児健康診査・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・11 月 26 日水
　対 象           令和７年７月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分

乳児相談・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・11 月 25 日火
　対 象           令和７年３月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分

１歳６カ月児健康診査・・・・・・・ ・・11 月19 日水
　対 象　       令和６年４月生まれ
　受付時間　 13 時～ 14 時 15 分

２歳児相談・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 月12 日水
　対 象　       令和５年４月生まれ
　受付時間　 13 時 15 分～ 14 時 15 分
　
３歳児健康診査・・・・・・・・・・・・・・・ 11 月５日水
　対 象　       令和４年５月生まれ
　受付時間　 13 時～ 14 時 15 分

健康診査 ★対象者に個人通知します

※開催場所はいずれも龍田幼稚園です。

令和７年（2025）11月号

健康ダイアリー

いい看
み と

取りと人生会議

看取りとは
　「看取り」とは、主に医療やケアの現場において、
終末期にある患者や家族が最後を迎える際の支援や
ケアを指します。このプロセスは、患者が尊厳をもっ
て生を全うできるよう、身体的、精神的なサポート
を提供することを目的としています。

人生会議とは
　「人生会議」とは、もしものときのために、あなた
が望む医療やケアについて前もって考え、家族や医
療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り
組みのことです。

　人生会議では、次のようなことなどを話し合いま
す。
・自分が大切にしていること（価値観）
・どんな医療やケアを受けたいか、または受けたく

ないか
・どこで最期を迎えたいか（自宅、病院、施設など）
・自分が意思表示できなくなった場合に代わりに判

断してほしい人はだれか
など

　この話し合いに正解はありません。また、気持ち
や考えは時間とともに変化していくことから、人生
会議は、一度きりではなく、人生の節目ごとに何度
でも見直し、更新していくことが大切です。
　「死について話すのは縁起でもない」と避けたくな
る気持ちがあるかもしれません。死をタブー視する
のではなく、これからをどう生きていきたいかを前
向きに考えるために話し合うようにしましょう。そ
の話し合いの結果が、家族や大切な人にとっても、
迷いや後悔の少ない選択をするための支えになりま
す。

エンディングノートとは
　エンディングノートとは、人生の最終段階に向け
ての準備や思いを記すための大切なツールです。こ
のノートには、自分の考えや希望、感謝の気持ちを
まとめることができます。内容はさまざまで、葬儀

に関する希望、財産分配の指示、家族や友人へのメッ
セージなどが含まれます。

エンディングノートを活用した
人生会議をおすすめしています

　太子町版エンディング
ノートを高年介護課で配
布しています。
　自分自身や家族にもし
ものことがあったときの
ために備えて、このノート
に記録しておきましょう。
　また、ノートに書いた
ことを基に、家族やかか
りつけ医など周囲の人と
話し、ノートの保管場所
を知らせておきましょう。 

西播磨地域（広域）での取り組み
　西播磨地域では、兵庫県と各市町、医療・介護関
係者が連携し、人生会議に関する啓発の取り組みを
行っています。

西播磨 ACP 啓発キャンペーン 共通メッセージ
「伝えておこう私の気持ち
　　　聞かせてくださいあなたの気持ち
　　　　　　～ ACP（人生会議）してみませんか～」

　11 月 30 日は人生会議の日です。
　自分らしく生きてほしい。自分らしく最期まで生
きたい。そのために、信頼出来る人に今の気持ちを
伝えてみませんか。
　もしもに備えた転ばぬ先の人生会議！この機会に
考えてみませんか。

◀兵庫県ホームページ
ACP 啓発の取組

　誰しも、人生の最期の日を避けることはできません。だからこそ、その最期の日をどう迎え、どう見送るかは、
私たち一人一人にとって大切な課題です。
　毎年 11 月 30 日は、「いい看取りの日」。この日は、看取りについて考え、話し合うきっかけをつくる日と
して制定されています。

　

予防接種・個別健診実施医療機関の追加

　次の医療機関が、予防接種・個別健診の実施
医療機関に追加されました（11/4 ～予約可能）。

　・進藤ファミリークリニックたつの
　　（たつの市龍野町堂本 375-1）
　　（☎ 0791-63-1114）
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毎日6時30分から23時まで、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証
明書などをコンビニエンスストアなどで取得できます。※戸籍のみ8時30分から17時まで

情報館
らしの平日

8時30分〜17時15分
開庁
時間

マイナンバーカードの申請受付中です
町民課窓口でマイナンバーカードの申請サポートをしてい
ます。また、来庁が困難な場合は自宅へお伺いすることも
できます。詳細は町民課へお問い合わせください。
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申
告
で
社
会
保
険
料
控
除

を
受
け
る
と
き
に
必
要
で
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
ロ
グ
イ
ン

し
、
電
子
送
付
希
望
の
登
録
を
す

る
と
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
「
お

知
ら
せ
」
で
電
子
版
を
受
け
取
る

と
こ
が
で
き
ま
す
。（
登
録
を
す
る

と
郵
送
が
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。）

【
送
付
時
期
】

●
９
月
30
日
ま
で
に
納
め
た
人

　

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬

　

※
電
子
送
付
は
10
月
中
旬
か
ら

　
　

10
月
下
旬

●
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

　

の
間
に
納
め
た
人

　

令
和
８
年
２
月
上
旬

　

※
電
子
送
付
は
令
和
８
年
１
月
下
旬

戦
没
者
追
悼
式
の
開
催

　

 

社
会
福
祉
課

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
国
の
た

め
に
尊
い
命
を
失
わ
れ
た
戦
没
者

を
は
じ
め
と
す
る
戦
争
犠
牲
者
に

対
し
、
広
く
追
悼
と
不
戦
の
決
意

を
新
た
に
す
る
機
会
と
し
て
、
追

悼
式
（
献
花
方
式
）
を
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
お
越
し
い
た
だ
け
ま

す
。

●
日
時　

11
月
16
日
日
13
時
30
分
～

●
場
所　

役
場
行
政
棟
３
階
ホ
ー
ル

※
手
話
通
訳
あ
り

●
遺
骨
収
集
事
業

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
戦
没
者
の

ご
遺
骨
の
収
集
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
収
集
し
た
ご
遺
骨
を
遺
族

の
も
と
へ
お
返
し
す
る
た
め
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
も
実
施
し
て
お
り
、
ご

遺
族
か
ら
の
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
遺
骨
収
集
事
業
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く

は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

　

 

社
会
福
祉
課

　

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
肢
体
障

害
者
を
対
象
に
し
た
補
装
具
の
巡
回
相

談
を
行
い
ま
す
。
義
手
な
ど
の
助
成
は

こ
の
相
談
で
判
定
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
（
介
護
保
険
で
サ
ー
ビ
ス
提
供

さ
れ
る
も
の
は
対
象
外
で
す
）。

●
相
談
日

　

12
月
５
日
金
９
時
15
分
～
12
時
15
分

●
場
所　

た
つ
の
市
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー

（
た
つ
の
市
龍
野
町
富
永
４
１
０
‐
２
）

●
申
込
期
限　

11
月
19
日
水

●
申
込
先　

社
会
福
祉
課

●
必
要
な
も
の　

身
体
障
害
者
手
帳

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
・
校
見

学
説
明
会
の
開
催
（
身
体
・
精

神
・
発
達
障
害
者
対
象
科
）

　

 

兵
庫
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

 

☎
０
７
２
‐
７
８
２
‐
３
２
１
０

　

伊
丹
市
に
あ
る
国
立
県
営
兵
庫

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
で
は
、

訓
練
の
内
容
や
校
の
雰
囲
気
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
お
よ
び
校
見
学

説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

　

日
時
や
申
込
方
法
な
ど
詳
細
は
、
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

返
戻
の
あ
っ
た
「
太
子
町
敬

老
お
祝
い
チ
ケ
ッ
ト
」
を
預

か
っ
て
い
ま
す

　

 

太
子
町
敬
老
お
祝
い
チ
ケ
ッ
ト

　

 

事
務
局
（
高
年
介
護
課
）

　

９
月
中
旬
～
下
旬
に
発
送
し
た
「
太

子
町
敬
老
お
祝
い
チ
ケ
ッ
ト
」
に
つ
い

て
、
不
在
な
ど
で
返
戻
と
な
っ
た
も

の
で
、
郵
便
局
で
の
保
管
期
間
が
切

れ
た
も
の
を
預
か
っ
て
い
ま
す
。
本

人
確
認
書
類
な
ど
を
提
示
い
た
だ
く

こ
と
で
親
族
に
も
お
渡
し
で
き
ま
す

の
で
、
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

９
月
１
日
時
点
で
太
子
町
の
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
満
75
歳
以
上
の
高
齢
者

●
チ
ケ
ッ
ト
利
用
期
限

　

令
和
８
年
３
月
31
日
火

●
必
要
な
も
の

郵
便
局
の
不
在
票
、
本
人
確
認

書
類
な
ど

認
知
症
本
人
と
家
族
の
つ
ど
い

　（
オ
レ
ン
ジ
広
場
：
創
作
活
動
）

　

 

高
年
介
護
課

　
「
オ
レ
ン
ジ
広
場
」
は
、
ご
自
身

や
家
族
の
認
知
症
に
不
安
を
も
つ
人

を
対
象
に
、
認
知
症
ケ
ア
の
知
識
を

有
す
る
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
、
創
作
活

動
を
通
じ
て
交
流
を
し
た
り
、
日
々

の
思
い
を
語
り
合
う
集
い
の
場
で

す
。
集
っ
て
、
話
し
て
、
学
ん
で
、

気
持
ち
を
楽
に
し
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

　

11
月
12
日
水
10
時
～
11
時
30
分

●
場
所　

南
総
合
セ
ン
タ
ー

●
内
容　

筆
あ
そ
び

筆
ペ
ン
を
使
用
し
た
書
道
や
絵
画

を
実
施
し
ま
す
。

●
対
象

町
内
在
住
の
認
知
症
に
不
安
を
も

つ
人
や
そ
の
家
族
（
先
着
10
人
）

●
申
込
先　

高
年
介
護
課

●
申
込
期
限　

11
月
７
日
金

共
生
社
会
を
つ
く
る

　
　
　
　
　 

認
知
症
カ
フ
ェ

　

 

高
年
介
護
課

　

認
知
症
カ
フ
ェ
は
、
認
知
症
や

障
害
の
有
無
、
年
齢
や
性
別
、
職

納　期
期限内に納めましょう。

◆納期限　12月１日月
◎町民課
　国民健康保険税（５期）
　後期高齢者医療保険料（５期）
◎高年介護課
　介護保険料（５期）

※納付には便利で安心な口
　座振替をご利用ください。

※（　）内は前月比

人口と世帯
月1日

現在

人口
男
女

世帯数

（△13）
（△10）
（△３）
（＋７）

33,264人
16,327人
16,937人
14,382世帯

10

電話番号

※市外局番（079）を付けてダイヤル

▲オープンキャン
パスのご案内

▲校見学説明会
のご案内

第 68 回太子町学童美術作品展
管理課

　園児・児童・生徒の絵画や書道の作品を展示
します。個性豊かな力作をぜひご覧ください。
●日時
　11 月 8 日 土・9 日日 9 時～ 17 時
●場所
　役場議会棟 1 階議場・全員協議会室
●注意事項
　駐車場が混み合うことが予想されますの
で、徒歩 ･ 自転車での来場にご協力をお願い
します。

NEWS

第 42 回全町クリーン作戦
～ごみのないまちをめざして～

生活環境課
　ごみの落ちていないきれいな太子町をめざ
して、全町クリーン作戦を実施します。ご協
力をよろしくお願いします。

●日時　12 月７日日８時～９時
　※小雨決行、荒天時は中止します。
●場所　町内全域（道路、公園、広場、水路
　　　　など）
●作業方法　
　各自治会で作業区域を決め、自治会長、老
人クラブ会長の指揮で実施します。ごみは、
指定の場所に集積してください。
※草木・落ち葉などの自然落下物やタイヤな
　どの粗大ごみは回収の対象外です。また、
　家庭ごみは指定の収集日に出してください。

NEWS

▲厚生労働省
ホームページ
戦没者遺族等

への援護

【10 月４日発効】兵庫県の最低賃金
時間給　1,116 円

兵庫労働局
☎ 078-367-9154 

　最低賃金は政府が賃金の最低限度を定める
制度で、パートやアルバイトを含め全ての労
働者に最低賃金以上を支払うことが定められ
ています。
　賃金制度の見直しなどでお困りの際は、
兵庫労働局または姫路労働基準監督署（☎ 
224-1481）までお問い合わせください。

問

問

問

NEWS

☎277−1010  FAX276−3892
問い合わせ

企画政策課
総務課
財政課
税務課
　収税管理室
町民課
　戸籍係
　（マイナンバーカード）
　保険係・国民年金係
生活環境課
社会福祉課
高年介護課
　介護保険係
　高年福祉係（地域
　包括支援センター）
さわやか健康課

産業経済課
まちづくり課
上下水道事業所
　上水道
　下水道
会計課
議会事務局
教育委員会管理課
教育委員会こどもえがお課
教育委員会社会教育課

277−5998
277−1010
277−5996
277−1014
277−5700

277−1011
277−1008
277−1012
277−1015
277−1013

276−6715
276−6639

079−276−6630

277−5993
277−5992

277−3241
277−5991
277−5990
277−5995
277−1016
277−1019
277−1017

※市外局番（079）を付けてダイヤル

問

問

問

問

問問

問

問

問

問

問問

問
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情報館
らしの暮11月

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

令
和
７
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合

体
育
大
会
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
競

技
大
会
出
場

巴 

謙
心
さ
ん
（
市
立
尼
崎
高
校
・

太
子
西
中
出
身
）

令
和
７
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合

体
育
大
会
第
74
回
全
国
高
等
学
校

柔
道
大
会
出
場

大
野 

凱
吏
さ
ん
（
東
海
大
学
付

属
相
模
高
校
・
斑
鳩
小
出
身
）

令
和
７
年
度
全
国
中
学
校
体
育
大

会
第
56
回
全
国
中
学
校
柔
道
大
会

出
場大

野 

佑
心
さ
ん
（
東
海
大
学
付
属

相
模
高
校
中
等
部
・
斑
鳩
小
出
身
）

第
60
回
全
日
本
大
学
女
子
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
出
場

森
田 

華
乃
さ
ん
（
日
本
文
理
大

学
・
太
子
西
中
出
身
）

日
本
マ
ス
タ
ー
ズ
２
０
２
５
愛
媛
大

会 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
種
目
出
場

前
坂 

比
呂
和
さ
ん
（
東
保
）

２
０
２
５
年
度
全
日
本
学
生
柔
道
体

重
別
選
手
権
大
会
（
男
子
44
回
）
出
場

岡
本 

樹
梨
按
さ
ん
（
皇
學
館
大

学
・
太
子
東
中
出
身
）

Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

カ
ッ
プ
２
０
２
５
年
全
日
本
卓
球

選
手
権
大
会
出
場

柳
井 

夢
乃
華
さ
ん
（
太
子
西
中
）

Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

カ
ッ
プ
第
39
回
全
国
都
道
府
県
対

抗
中
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
出
場

巴 

蒼
心
さ
ん
（
太
子
西
中
）

辻 

旺
志
郎
さ
ん
（
太
子
西
中
）

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

会
長
表
彰
受
賞

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
功
労
者

　
（
20
年
表
彰
）

小
林 

榮
さ
ん
（
竹
広
）

兵
庫
県
知
事
表
彰
（
社
会
福
祉
事

業
功
労
者
）
受
賞

永
年
民
生
委
員
児
童
委
員
（
20

年
表
彰
）

小
林 

榮
さ
ん
（
竹
広
）

優
良
民
生
委
員
児
童
委
員
（
10

年
表
彰
）

　

井
手 

一
惠
さ
ん
（
船
代
）

　

岡
田 

富
美
子
さ
ん
（
東
出
）

　

森
川 

緑
さ
ん
（
上
太
田
）

　

新
井 

順
子
さ
ん
（
東
本
町
）

　

冨
田 

昌
子
さ
ん
（
蓮
常
寺
）

相
談
・
窓
口
・
教
室

無
料
法
律
相
談
【
要
予
約
】

　

11
月
12
・
26
日
水

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

場
所
・
担
当　

企
画
政
策
課

人
権
・
行
政
相
談

　

11
月
20
日
木
13
時
30
分
～
15
時

　

場
所
・
担
当　

企
画
政
策
課

日
本
語
教
室（
外
国
人
対
象
）【
要
申
込
】

　

11
月
１
・
15
日
土

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

　

11
月
２
・
９
・
23
日
日

　

10
時
～
12
時

　

場
所　

地
域
交
流
館
ス
ペ
ー
ス
１　

　

担
当　

企
画
政
策
課

消
費
生
活
相
談
【
電
話
相
談
可
】

　

毎
週
月
・
水
・
木
・
金
曜
日

　

９
時
30
分
～
16
時

　

場
所
・
担
当　

生
活
環
境
課

も
の
忘
れ
相
談
【
要
予
約
】

　

11
月
25
日
火
13
時
～
16
時

　

場
所　

役
場
Ａ
１
０
２
会
議
室

　

担
当　

高
年
介
護
課

オ
レ
ン
ジ
広
場（
認
知
症
本
人
と
家
族
の
つ
ど
い
）

　

11
月
18
日
火
10
時
～
11
時
30
分

　

場
所　

南
総
合
セ
ン
タ
ー

　

担
当　

高
年
介
護
課

た
い
し
っ
子
悩
み
相
談
【
要
予
約
】

　

開
庁
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　

場
所
・
担
当　

管
理
課

　

※
予
約
受
付
時
間
は
随
時

心
配
ご
と
相
談

　

11
月
14
・
28
日
金

　

13
時
30
分
～
16
時

　

場
所　
太
田
東
地
区
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー

　

担
当　

社
会
福
祉
協
議
会

心
の
不
安
相
談

　

11
月
18
日
火

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

　

場
所　
太
田
東
地
区
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー

　

担
当　

社
会
福
祉
協
議
会

身
体
障
が
い
者
（
児
）
相
談

　

11
月
19
日
水

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

　

場
所　
太
田
東
地
区
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー

　

担
当　

社
会
福
祉
協
議
会

知
的
障
が
い
者
（
児
）
相
談

　

11
月
20
日
木

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

　

場
所　
太
田
東
地
区
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー

　

担
当　

社
会
福
祉
協
議
会

催眠商法（SF 商法）にご注意を！
生活環境課

【事例】
　知人に「新しいお店ができたので行ってみてほし
い」と言われ行ってみた。健康に関する話を聞けて
楽しく、100 円でプレゼントももらえるため毎日通っ
た。お店の人とも顔なじみになり、私は下の名前で「○
○ちゃん」と呼ばれるようになった。個人的な話もす
るようになり、家族の健康のことを話すと、「良い商
品がある」と言われ、一箱１万円する健康商品を勧め
られた。お店の人の説明を聞き、良いと思い購入した。
別の日に「これを試してみて」と言われ、浄水器を勧
められた。私のために提案してくれたことがうれし
く、身体にも良さそうだったので契約することにし
た。気が付けば短期間で高額な契約を次々していた。

【アドバイス】
　催眠商法（SF 商法）とは、「閉め切った会場など
に人を集め、日用品などを無料・格安で配って興奮
状態にし、高額な商品を購入させる」商法のことで
す。「店員の話が楽しい」「食品が安く手に入る」な
どに惹

ひ

かれて、会場に通い続けているうちに、高額
な商品を契約させられたという相談が寄せられてい
ます。通い続けて顔見知りになり、個別に勧誘され
ると断り切れなくなります。このような場所には行
かないことが第一です。この手口は孤独や健康不安
などに付け込んで、高齢者を主なターゲットとして
います。周りの人は、日ごろから高齢者の様子に気
を配りましょう。何かありましたら、太子町消費生
活センター（☎ 277-1015）にご相談ください。
※ SF 商法の「SF」は、最初にこの商法を行った業

者「新製品普及会」の略称に由来しています。

消費生活ワンポイント

ひめじシニア就職説明会の開催
ハローワーク姫路

☎ 222-4431

　シニア人材の採用を検討している企業（15 社程
度）と、おおむね 60 歳以上でハローワークに求職
登録をしている人の就職説明会を実施します。

●日時
　11 月 18 日火 13 時 15 分～ 15 時 15 分
　受付は 12 時 45 分～
●場所
　ホテルモントレ姫路３階（姫路市駅前町 60）

※詳細はお問い合わせください。

NEWS

　まちの子育てひろば「にこにこ」
　日　時　11 月 20 日木 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　12 月４日木 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　場　所　子育て支援センター「ひまはぴ」
　対　象　町内在住の未就学児とその保護者
　定　員　10 組（先着順）
　持ち物　飲み物、手拭きタオル
　申込受付　11 月１日土９時 30 分～（電話申込）

先着順の受付ですが、クラブ員以外の
一般の人が優先になります。

　※ひろば開催日の午前中はセンターの一般開放はありません。

　つまみ細工教室「お正月飾りをつくろう」
　日　時　11 月 27 日木９時 30 分～ 11 時 30 分
　場　所　子育て支援センター「ひまはぴ」
　対　象　町内在住の子育て中の保護者
　定　員　８人（先着順）
　参加費　800 円（材料費）
　持ち物　筆記用具、木工用ボンド、ピンセット、は

さみ、ウェットティッシュ、持ち帰り用袋
　申込受付　11 月１日土９時 30 分～（電話申込）
　※教室開催日の午前中はセンターの一般開放はありません。

　自然観察会 つなぐ～る親子
　「森のおさんぽと季節のかんたん工作」
　日　時　11 月 28 日金 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　（受付は９時 50 分～）
　場　所　体験学習施設（丸尾建築総合公園内）
　対　象　町内在住の未就学児とその保護者
　定　員　７組（先着順）
　持ち物　飲み物、手拭きタオル
　服　装　長袖（羽織るもの）、長ズボン、長靴下、

運動靴、帽子（蜂除けのため、黒色は避ける）
　　　　　雨天の場合は、合羽、長靴、着替えなども
　講　師　地域の自然を未来につなぐ会
　申込受付　11 月１日土９時 30 分～（電話申込）

　自力整体教室
　日　時　12 月 15 日🈷 10 時～ 11 時
　場　所　子育て支援センター「ひまはぴ」
　対　象　町内在住の子育て中の保護者
　定　員　８人（先着順）
　持ち物　ヨガマット（なければバスタオル）、飲み物、

手拭きタオル、５本指の靴下（あればで可）
　講　師　藤尾 知恵さん　
　申込受付　11 月１日土９時 30 分～（電話申込）
　※教室開催日の午前中はセンターの一般開放はありません。

子育て支援センター『ひまはぴ』  ☎ 277-3880  ☎ 080-8501-1146

創継町民体育館 ☎ 277-4800・丸尾建築総合公園体育施設 ☎ 277-2296

掲示板施設

　第 84 回社会人野球大会
　日時　11 月 30 日日９時～
　場所　丸尾建築総合公園　町民グラウンド

　第 18 回ひまわりカップソフトバレーボール大会
　日時　12 月 14 日日９時～
　場所　創継町民体育館　アリーナ

令和７年度太子町マラソン大会の中止について
　令和７年度の太子町マラソン大会は、丸尾建築
総合公園陸上競技場の公認更新工事の実施のた
め、中止することとなりました。
　大会を楽しみにされていた方には申し訳ありま
せんが、ご理解いただきますようお願いします。
　工事完了後の令和 8 年度は開催を予定していま
すので、皆さんのご参加をお待ちしております。

「丸尾建築総合公園陸上競技場」の公認継続を
　ふるさと納税で応援してください！

　町では、日本陸上競技連盟公認競技場である「丸
尾建築総合公園陸上競技場」の公認更新のための
施設改修工事を実施するにあたり、クラウドファ
ンディング型ふるさと納税による工事費用のご支
援を広くお願いしております。
　子どもたちの夢と希望を育む「丸尾建築総合公
園陸上競技場」の公認継続のため、皆さまのお力
をお貸しください。
※詳細は、広報たいし令和７年

　　５月号をご確認ください。
◀さとふるクラウド

ファンディング

問

問



掲示板施設

南総合センター　☎ 277-1102
　人間の生き方講座
　「インターネット（SNS）と人権
　 ～誹謗中傷等、被害者にも加害者にもならないために～」
　日　時　11 月６日木９時 30 分～
　講　師　雁金 準一さん
　　　　　（兵庫県人権啓発協会研修講師）

太田公民館　☎ 277-4811
　しめ縄リース講座
　日　時　12 月７日日 13 時 30 分～ 15 時
　対　象　町内在住、在勤の人
　定　員　15 人（先着順）
　参加費　1,500 円
　講　師　前田 絵梨佳さん
　申込受付　11 月１日土～（窓口または電話申込）
　　　　　 ※原則、１グループ３人以内

手話通訳あり・どなたでも聴講できます

社会教育・生涯教育

要申込

　こども劇場たいし三世代ライブ館 
　「秋を唄う紅葉フェスティバル」　　
　日　時　11 月 16 日日　開演 10 時 30 分～
　場　所　役場議会棟１階議場（シヴィックホール）
　出演者　パパゲーノ、太子おとのね児童合唱団
	 　プログラム「この星に生まれて」「空も飛べる

はず」は、おとのね合唱団のみんなが大好きな素
敵な曲です！パパゲーノは昭和歌謡に偏りがちで
すが、いろんなジャンルに挑戦しています。「高
原列車」「リンゴの唄」「秋の童謡」「みんなで遊
びましょうコーナー」など。今回は手作りの汽車
のパネルにもご注目！

　第 32 回太子町民芸術祭
　今年度は、丸尾建築あすかホールが休館中のた
め、会場を役場議会棟に変更し、展示のみを開催
します。皆さんのご来場をお待ちしています。

　日　時　11 月 14 日金９時～ 17 時
　　　　　　　  15 日土９時～ 12 時
　場　所　役場議会棟
　展示内容　写真・書道・陶芸・木彫・折り紙・俳句・
　　　　　コパークラフト・川柳・パッチワーク・
　　　　　手作り作品・刺しゅうなど

丸尾建築あすかホール
※施設は休館中です

入場無料

☎ 277-1017（社会教育課内）

入場無料

公民館ひろば 斑鳩公民館 ☎ 277-4550　太田公民館 ☎ 277-4811
石海公民館 ☎ 277-4511　龍田公民館 ☎ 276-0044太田公民館編

　太田公民館では、生涯学習体験講座として、９月 21日日にどんぐ
り劇場による人形劇「ワンコのきもち、森のおふろ」を上演し、小さ
なお子さんたちはとても楽しんでいました。
　また、みなと銀行網干駅支店のご協力のもと、10 月９日木に終活
講座として高齢者等終身サポート事業について、一般社団法人ライフ
エンディング・ステージあさひ代表理事の西木文明さんがご講演をさ
れました。参加者の皆さんは終活の課題について考えられていました。

　古文書講座（入門講座）
　古文書の勉強を始めたいという人を対象に、
入門講座を開催します。

　日　時　11 月 23 日・30 日・12 月７日日
　　　　　14 時～ 15 時 30 分
　場　所　図書館読書会室
　講　師　歴史資料館学芸員
　対象者　古文書解読を経験してみたい人
　　　　　（未経験者もしくは初心者）
　募集人数　10 人程度（応募多数の場合は抽選）
　申込先　歴史資料館
　申込期限　11 月 12 日水

　歴史講座「尼崎の城下町を訪ねて」
　尼崎城や城下町、尼崎市立歴史博物館など、尼崎
市内の博物館やその周辺の文化財などを巡ります。
日　時　11 月 29 日土９時～ 17 時
定　員　25 人（先着順、友の会会員優先措置あり）
参加費　5,500 円（昼食・運賃などの費用を含む）
集合場所　JR 網干駅
申込期限　11 月 14 日金
※歴史資料館では、友の会の新規会員
　を募集しています。詳細は、町ホー
　ムページをご確認ください。

☎ 277-5100　歴史資料館
※施設は休館中です

令和７年（2025）11月号

宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？	
トマス・ハートッホ ● ニューズピックス

天文学者が１を知ると、宇宙は 10 の謎を投げかけてくる	
田中 雅臣 ● 河出書房新社

クッキーをつくれば宇宙がわかる
	  ジェフ・エンゲルスタイン ● 早川書房

SF と空想の科学 頭の中は壮大な実験室	 ● ニュートンプレス

並行宇宙は実在するか	 松下 安武 ● みすず書房

宇宙ビジネス	 中村 友弥 ● クロスメディア・パブリッシング

宇宙最前線	 ● 日経ナショナルジオグラフィック

プラネタリウム解説員が本気で伝えたい星座と星めぐり
永田 美絵ほか ● 中央公論新社

なぜ彗星は夜空に長い尾をひくのか　渡部 潤一 ● 誠文堂新光社

図書館 ☎ 277-1580

宇宙をもっと身近に感じる

日 月 火 水 木 金 土

月の開館日
開館時間：10時～18時（金曜日は20時まで開館）

印は休館11 ×
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移動図書館（木曜日）

11月

６日

10：30～
10：50

米 　 田
公 会 堂

原
太田東地区農村
交流センター

竹 広 南
公 民 館

福 　 地
（三反長）
地 域 内

14：30～
14：50

15：30～
15：50

16：00～
16：20

15：00～
15：20

11：00～
11：20

13日

20日

山　　田
掲示板前

原池団地
公 民 館

塚 　 森
地 域 内

太子ニュー
タ ウ ン
公 民 館

広 　 坂
公 民 館

吉 　 福
公 民 館

上太田
公民館

５日水、26 日水は祝日の振替のため休館。
28 日金は館内整理のため休館。

相続前～売却（賃貸）の相談

空き家/空地 対策

●広報たいし
●太子町ホームページ

広告募集中

詳細は、企画政策課（☎277-5998）に
お問い合わせください。

▲町ホームページ
歴史資料館

友の会のご案内
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ご 「私の地元応援募金」を寄付いただきました

本町と「健康増進に関する連携協定」を締結している
明治安田生命保険相互会社 姫路支社様から「私の地元
応援募金」として 787,500 円の寄付をいただきました。
この募金は、より豊かな地域社会づくりに貢献するこ
とをめざす「地元の元気プロジェクト」の一環として
実施されているものです。いただいた寄付金は、町の
健康増進事業などに大切に活用させていただきます。

17 色に輝く庁舎
SDGs 週間ライトアップ

９月 24 日（水）～ 30 日（火）

SDGs（持続可能な開発目標）への意識を高め、行
動するきっかけを作るために、SDGs が国連総会
で採決された９月 25 日を期間に含む一週間は、
SDGs 週間とされています。今年も持続可能なまち
づくりの推進の一環として、庁舎北側を SDGs の
目標数と同じ 17 色にライトアップし、たくさんの
人が写真撮影に訪れました。

災 害への備えを進めています
大黒天物産株式会社と防災協定を締結

この度、大黒天物産株式会社様と「緊急時における
生活物資等の確保及び施設利用等に関する協定」を
締結しました。今後、本協定に基づき、本町で大規
模災害が発生した場合に、被災者へ円滑に食料や生
活必需品などの物資を供給いただくほか、同社が運営
する「ディオ 太子中央店」の駐車場を避難場所とし
て利用させていただくなどのご協力をいただきます。

ス 第 65 回町民スポーツ大会

町内各所の体育施設で第 65 回町民スポーツ大会
が開催され、子どもから大人までたくさんの人が
参加しました。バスケットボールでは、近年の競
技人気の高まりもあり、多くの小学生が参加し、
白熱した試合が繰り広げられました。ボールがゴー
ルネットを揺らす度に、会場から大きな歓声が上
がるなど、大盛り上がりの様子でした。

９月 24 日（水）

毎月１回、太田・石海公民館で開催している「放課
後子ども教室 『つみかさね』 作文教室」で、敬老の
日にちなんで、おじいちゃん、おばあちゃんに絵
手紙を書きました。子どもたちは、日頃の思いや
感謝の気持ちを込めて、一生懸命に書いていまし
た。出来上がった絵手紙は、子どもたちが大切に
持って帰って、おじいちゃん、おばあちゃんにプレ
ゼントしました。子どもたちの素直な思いが詰まっ
た絵手紙。喜んでもらえたのではないでしょうか。

思 いや感謝を言葉で伝える
敬老の日にちなんで絵手紙を書きました

厚意に感謝 10 月９日（木）ポーツの秋 10 月５日（日）・13 日（月・祝）

９月 17 日（水）

24

〒
671 -1592  兵

庫
県

揖
保

郡
太

子
町

鵤
280番

地
1

☎
277 -5998　

FAX 277-2201
※

市
外

局
番

は
特

記
の

な
い

限
り「

079」で
す

編
集

・
発

行
太

子
町

企
画

政
策

課
U

RL  https://w
w

w
.tow

n.hyogo-taishi.lg.jp/
E-m

ail  kikaku@
tow

n.hyogo-taishi.lg.jp
Face book    https://w

w
w

.facebook.com
/TaishiLife

Instagram
  https://w

w
w

.instagram
.com

/hyogotaishi/
LIN

E　
　

　
  https://page.line.m

e/@
hyogo-taishi


